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事前のお願い 

①明るく楽しい勉強会を目指しています。積極的なご発言・チャット書き込みを宜しくお願いします。 

②水分補給は積極的に，リラックスして，意見交換していただければと思います。 

③原則ミュートボタン（消音ボタン・マイクボタン）を押していただき， 

発言前に解除し，発言後に再度押してください。 

第１ 関係図 

 

上記の各知識を把握しつつも，上記の局面に行かないように， 

日頃からキャッシュフロー経営をサポートする必要 
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第２ よくある質問＆よくある誤解 

（一般論として最終的にどうなるのか，どういうことをしてしまうとリスクがあるのかという知識

を得ておいたうえで，平常時のサポートをしていく必要） 

・「破産したら無一文になるのですか？」 

  → 

・「破産したら身ぐるみはがされるのですか？」 

  → 

・「破産をしたら年金をもらえなくなるのですか？」 

  → 

・「破産したら銀行の口座を持てなくなるのですか？」 

  → 

・「破産をしたら一生，銀行からの借り入れができなくなるのですか？」 

  → 

・「破産したらできない仕事ってありますか？」 

  → 

・「破産したら資格はなくなりますか？ 

  → 

・「破産したら戸籍や住民票に破産者と書かれるのですか？」 

  → 

・「破産したら周りに破産者であるとバレますか？」 

  → 

・「破産したら一生，破産者のレッテルを貼られるのですか？」 

  → 

・「破産をしたら引っ越しや海外旅行ができなくなるのですか？」 

  → 

・「破産したら選挙権がなくなるのですか？」 

  → 
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第３ 気を付けるべき行動 

（ケースバイケースで，沢山ありますので個別の事案ごとに検討する必要があります。 

以下，代表的なケースをご紹介） 

 １ 免責されなくなってしまう行為 

 

   免責不許可事由 

   ・破産財団（簡単に言えば破産者の財産です）の価値を不当に減少させる行為 

     （財産隠し，財産を誰かにあげてしまう等） 

   ・不当な債務負担行為 

     （実態のない借金をする等） 

   ・不当な偏頗行為 

（特定の債権者にだけ債務の弁済をするなど） 

   ・浪費 

   ・破産手続きの中で説明を拒否したり，嘘をついたり，協力を拒否する等 

   ・７年以内の免責取得 

   ・破産法のルールに違反すること 

 

 ２ 否認される行為 

  『否認権』：破産者が破産手続開始決定前にした行為の効力を破産財団との関係で失わせ， 

破産財団から失われた財産を回復する権利（民法でいうところの詐害行為取消権） 

（様々なケース，類型，議論があり，詳細は割愛） 

  

 たとえば，経営状態が怪しくなっているにもかかわらず， 

  ・不動産の名義を親戚名義に変えてしまう 

  ・特定の債権者にだけ，借金を全額返済してしまう 

  ・１０００万円の借金をしている債権者に対し２０００万円の不動産で代物弁済 

  ・新しい会社をつくって財産とビジネスは新しい会社に移して， 

借金は元の会社のままにして放置してしまう・・・ 

 

第４ 留意点 

独占業務違反・非弁行為にならないように注意 

（何が非弁行為に当たるかは諸説あるようです）。 
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第５ 上級編（お時間の関係で省略するかもしれません） 

 

・破産の一般的知識を抑えたうえで，さらに，民事再生，私的整理についても知識を得ておくこと

がオススメ。一番最後からはじめて，徐々にＣＦＣの業務に近づいていくイメージ 

 

・破産法１条「この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定め

ること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整

し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の

機会の確保を図ることを目的とする。」 

 

・借金等を放置するとどうなる？ 

事実上の時間が経過  ただし，民事保全・担保家実行・強制執行 

 

・ 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （一社）日本紙芝居型講師協会  

 〒１０２－００８３ 東京都千代田区麹町２－１０－３－３階 

ＴＥＬ ０３－４４０５－６３２１（直通） ＦＡＸ ０３－５２１３－４５６９（直通） 

青葉法律事務所      弁護士 中小企業診断士    藤  堂  武  久 

          todo@aoba-law-office.net 

        ブログ「弁護士・診断士の労働問題予防＆社員研修アイデア」 https://todotakehisa.info 
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